
保
育
対
策
緊
急
措
置
法
案
要
綱

昭
和
五
六
年
四
月
六
日

日
本
社
会
党
社
会
保
障
政
策
委
員
会

ベ
ビ
ー
ホ
テ
ル
対
策
小
委
員
会
　
金
子
み
つ
主
査

一
　
目
的

こ
の
法
律
は
、
多
数
の
乳
幼
児
が
そ
の
保
育
に
適

切
で
な
い
施
設
に
預
け
ら
れ
て
い
る
状
態
を
解
消
す

る
た
め
、
無
認
可
保
育
施
設
の
保
育
所
へ
の
転
換
、

乳
幼
児
の
福
祉
に
有
害
な
無
認
可
保
育
施
設
の
排

除
、
保
母
等
の
派
遣
に
よ
る
保
育
制
度
の
導
入
等
の

緊
急
の
措
置
を
定
め
、
も
っ
て
乳
幼
児
の
福
祉
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
　
無
認
可
保
育
施
設
の
保
育
所
へ
の
転
換

1
　
無
認
可
保
育
施
設
（
対
価
を
得
て
、
乳
幼
児

を
保
育
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、

児
童
福
祉
法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け

て
い
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
者

は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
当

該
施
設
を
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
三
年
以
内

に
同
項
の
認
可
を
受
け
て
保
育
所
に
転
換
す
る
た



め
の
計
画
（
以
下
「
転
換
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作

成
し
、
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

2
　
都
道
府
県
知
事
は
、
転
換
計
画
の
承
認
の
申

請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
計
画
が
適
当

で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
承
認
を
す
る
も
の
と

す
る
。

3
　
都
道
府
県
知
事
は
、
承
認
を
行
う
に
当
た
っ

て
は
、
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

三
　
部
道
府
県
知
事
の
報
告
徴
収
、
指
導
等

都
道
府
県
知
事
は
、
転
換
計
画
の
承
認
を
受
け
た

者
に
対
し
、
当
該
施
設
の
転
換
計
画
の
実
施
状
況
に

関
し
、
報
告
を
求
め
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
都
道
府
県
の
援
助

都
道
府
県
は
、
無
認
可
保
育
施
設
の
保
育
所
へ
の

転
換
が
容
易
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
転
換

計
画
の
承
認
を
受
け
た
者
に
対
し
、
資
金
又
は
土
地

の
貸
付
又
は
あ
っ
せ
ん
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

五
　
無
認
可
保
育
施
設
の
閉
鎖
等

1
　
都
道
府
県
知
事
は
、
無
認
可
保
育
施
設
に
つ

い
て
は
、
転
換
計
画
を
受
け
た
も
の
を
除
き
、
児

童
福
祉
法
第
五
十
八
条
第
二
項
の
事
業
の
停
止
又

は
施
設
の
閉
鎖
命
令
（
以
下
「
閉
鎖
命
令
等
」
と

い
う
。
）
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
都
道
府
県
知
事
は
、
無
認
可
保
育
施
設
に
つ

い
て
閉
鎖
命
令
等
を
出
し
た
と
き
は
、
市
町
村
長

（
特
別
区
の
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

3
　
国
及
び
都
道
府
県
は
、
閉
鎖
命
令
を
受
け
た

無
認
可
保
育
施
設
に
入
所
し
て
い
る
乳
幼
児
の
う

ち
保
育
に
欠
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
市

町
村
長
が
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る

保
護
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
必
要

な
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

六
　
登
録
保
母
の
派
遣

市
町
村
長
は
、
保
母
そ
の
他
乳
幼
児
の
保
育
を
行

わ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
者
の
名
簿
を
備
え
、
児

童
福
祉
法
第
二
十
四
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置

を
と
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
派
遣
し
て
当
該

乳
幼
児
を
そ
の
居
宅
に
お
い
て
保
育
す
る
よ
う
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
　
法
制
上
及
び
財
政
上
の
措
置

政
府
は
、
次
に
掲
げ
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必

要
な
法
制
上
及
び
財
政
上
の
措
置
を
緊
急
に
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
保
育
所
の
増
設
及
び
拡
充

二
　
保
育
所
に
お
け
る
保
育
時
間
の
延
長
及
び
夜
間

保
育
の
実
施

三
　
少
人
数
の
乳
幼
児
を
入
所
さ
せ
る
保
育
所
の
設

置
の
認
可
の
促
進

四
　
事
業
所
内
に
お
け
る
保
育
施
設
の
設
置
の
促
進

五
　
産
後
休
暇
の
延
長
及
び
有
給
化
並
び
に
育
児
休

業
制
度
の
確
立

八
　
保
育
措
置
審
議
会

1
　
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
に
保
育
措
置
審

議
会
を
置
く
。

2
　
市
町
村
長
（
児
童
福
祉
法
第
三
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
十
四
条
の
措
置
を
と

る
権
限
を
委
任
さ
れ
た
福
祉
事
務
所
の
長
を
含

む
。
）
は
、
同
条
の
措
置
を
と
る
と
き
は
、
措
置
の

必
要
の
有
無
、
措
置
の
方
法
等
に
つ
い
て
、
審
議

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

3
　
審
議
会
は
、
保
育
所
の
長
及
び
職
員
、
児
竜

委
員
並
び
に
住
民
の
う
ち
か
ら
市
町
村
長
の
任
命

す
る
十
名
以
内
の
委
員
で
組
織
す
る
。


